
 

 

医科学サポート事業 実施要項 

 

１ 目 的 

   本県の競技力向上を医科学的な見地からサポートするため、各分野の専門のサポートスタ

ッフを練習会や大会等に派遣する。また、医科学分野の講習会等を実施し、競技力向上に必

要な知識や実践力を養う。 

 

２ 期 間 

  各年度４月１日～３月３１日までとする。 

 

３ 事業内容 

（１）スポーツドクター派遣事業 

  （ア）大会・練習会等への派遣 

  （イ）国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会帯同ドクター派遣 

 

（２）国スポ選手へのメディカルサポート 

（ア）国スポ選手向けメディカルチェックの導入 

 

（３）スポーツアドバイザー派遣事業 

 （ア）スポーツ栄養学講習会 

 （イ）メンタルトレーニング講習会 

 （ウ）国民スポーツ大会帯同アドバイザー派遣 

 （エ）その他競技力向上に必要な講習会 

 

（４）トレーナー派遣事業 

  （ア）大会・練習会等への派遣 

  （イ）国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会への派遣 

 

（５）医科学調査・研究事業 

 （ア）ターゲットエイジに関わる内容 

 （イ）その他競技力向上に必要な内容 

 

（６）アンチ・ドーピング啓発事業 

 （ア）ドーピング防止研修会 

 （イ）薬の問合せ、集約、分析 

 （ウ）アンチ・ドーピング啓発活動 

 

（７）医科学講習会事業 

  （ア）医科学講習会の実施 

（イ）コンディショニング講習会の実施 

 

（８）医科学サポートスタッフ育成事業 

  （ア）医科学サポートスタッフ研修会の実施 

 

 （９）医科学サポート事業のまとめ 

  （ア）活動報告書の作成・配付 

 

付 則 

 この要項は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

この要項は、令和６年４月１日から施行する。 

この要項は、令和７年４月１日から施行する。 


